
 

 

議案第３号 

 

   加西市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について 

 

 加西市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を、別紙のとおり制定する。 

 

  令和４年２月２５日提出 

 

                         加西市長 西 村 和 平     



 

 

加西市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、

市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員（同法第243条の２の２第３項の規定に

よる賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。）の市に対する損害を賠

償する責任の一部を免れさせることについて必要な事項を定めるものとする。 

（損害賠償責任の一部免責） 

第２条 市長等の市に対する損害を賠償する責任は、市長等が職務を行うにつき善意でかつ

重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、地方自治法施行令（昭和22年政令第

16号）第173条第１項第１号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の

各号に掲げる市長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額

について免れるものとする。 

(１) 市長 ６ 

(２) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 ４ 

(３) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は地方公

営企業の管理者 ２ 

(４) 職員（前２号に掲げる職員を除く。） １ 

 （委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例は、この条例の施行の日以後の市長等の行為に基づく損害賠償責任について適

用する。 

 

  



（審議資料） 

 

市長、職員、行政委員会の委員等の職務行為について、善意でかつ重大な過失が

ない場合に、損害賠償責任の一部を免責とするため、地方自治法（昭和 22 年法律第

67 号）第 243 条の２の規定に基づき、条例を制定しようとするもの。 

（後掲の政策等の形成過程説明資料参照） 

【概 要】 

  市長等の損害賠償責任について、賠償の限度額を、基準給与年額に次表のそれぞ

れの区分の係数を乗じた金額とし、それを超える部分について免責とします。 

区  分 係数 

市長 ６ 

副市長、教育長、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員 ４ 

公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、 

地方公営企業の管理者 
２ 

上記以外の職員 １ 

係数：地方自治法施行令に規定する参酌基準と同じ。 

  



　②【検討した他の政策等の内容】

　④【総合計画における位置づけ】
基本方向 政策１３
基本計画 施策３６

○その他の計画（該当する場合にのみ記載）

　⑥【政策実現に係る事業費及び財源】

　⑦【将来にわたる政策実施に係るｺｽﾄ計算】

添付資料の有無

有　・　無

加西市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条
例の制定について

計画　・　事業　・　条例

　⑧【市民参加の状況】

（注）事業が複数年に渡る場合は、総事業費ベースで記入

（パブリックコメントを実施した場合は、その結果も含む）

担当課担当部局

総務部 総務課

策定年度
計画期間

　⑤【関連する法令及び条例、規則】

　⑨【政策の効果予測】
本条例において、市長等の損害賠償責任の一部免責について定めることで、職務執行時の軽過失であっ
ても個人として負担し得ないような巨額の損害賠償責任を負う可能性があることに対する心理的負担が軽
減され、職務の執行における萎縮効果の低減に寄与する。

一般財源
0

有　　・　　無

令和4年1月4日～令和4年1月28日までパブリックコメントを実施した。特に意見無し。

特になし。

兵庫県下29市中10市が類似条例を制定している。

総事業費 国・県支出金 市債 その他特財

計画名称

（単位：千円）

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

令和４年３月定例会
議案第３号

政策等の形成過程説明資料

議案等
の件名

政策等
の区分

効率的で持続可能な行財政の推進
 行財政運営の効率化

　地方自治法の一部改正により、普通地方公共団体は、条例で、長や職員等の当該普通地方公共団体に
対する損害を賠償する責任を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う
額から、政令で定める基準を参酌して、政令で定める額（下限額）以上で、条例で定める額を控除して得た
額について免れさせる旨を定めることができるものとされたことから、本市における市長等の損害賠償責任
の一部免責について定めるため、本条例を制定しようとするもの。

　①【政策等を必要とする理由】

　③【他の自治体の類似する政策との比較】

・地方自治法
・地方自治法施行令
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